
目標達成に向けた主な取組内容（案）

※今後、目標達成に向けた取組事項を協議するが、現時点で想定される主な取組内容を挙げることとする。

資料－４

来年は羽越水害から
５０年

「語り継げ！羽越水害 子に孫に」
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〇想定最大規模降雨時の氾濫情報（浸水想定区域図・浸水継続時間図・家屋倒壊等氾濫想定区域図等）を公表

羽越河川国道事務所が公表し
た浸水想定区域図に基づき
洪水ハザードマップ作成

【各基礎データを作成】

・浸水想定区域図

・浸水継続時間図

・家屋倒壊等氾濫想定区域図

１．避難活動等の取組
（１）情報伝達、避難計画等に関する事項

河川管理者
市村

第３回水害ハザードマップ検討委員会資料よる
水害ハザードマップの地図面の例

想定最大規模降雨時
家屋倒壊等氾濫想定区域図のイメージ

想定最大規模降雨時
浸水継続時間図のイメージ

※H29年度出水期前に公表を
目指す。



（１）情報伝達、避難計画等に関する事項

〇タイムラインの精度向上、避難所の再設定 など
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１．避難活動等の取組

避難勧告等の対象とする区域と避難行動について

【避難等に関する新たな視点】

◎複数地点での破堤を想定した大規模氾濫の発生を想定

◎「立ち退き避難」が必要となる「洪水時家屋倒壊危険ゾーン」明示

◎「立ち退き避難」が必要となる「長期浸水区域」明示

◎上記を踏まえた避難の検討

地域防災計画や
ハザードマップへ反映

村
上
市

関
川
村



１．避難活動等の取組
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第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配
慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者
利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その
他の措置に関する計画を作成するとともに、当該計画で定めるところにより当該要配慮者利
用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を実施するほか、
当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を行う自衛水防
組織を置くよう努めなければならない。

※浸水想定区域内の

要配慮者利用施設数
村上市：○○施設 関川村：○○施設 胎内市：○○施設

※ 水防法第15条の３：

●水防法第15条の３に基づく要配慮者利用施設の避難の確保のための措置に関する計画の策定に努めることに
ついて、さらなる要配慮者施設管理者への働きかけを進めるとともに避難訓練等により課題を抽出するとともに
関係機関との連携を深める必要がある。

（１）情報伝達、避難計画等に関する事項

※調査中



〇平成２８年３月より、「川の防災情報」をよりわかりやすくリニューアル
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（１）情報伝達、避難計画等に関する事項

１．避難活動等の取組



○荒川において堤防が決壊した際の氾濫シミュレーション結果の閲覧
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１．避難活動等の取組

■任意地点から見た浸水状況表示システム
①地図上の任意の地点を選択する
②その地点を浸水させる全決壊地点が地図上に表示されるので
その中から任意の決壊地点を選択する
③シミュレーション結果を閲覧する

【表示できる情報】
・最大浸水深
・浸水到達時間
・浸水範囲・浸水深の時間変化

氾濫シミュレーション

選択地点を
浸水させる
決壊地点一覧

羽越河川国道事務所HPから閲覧できる
（http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/index.html）

この場所は、堤防のどの地点が決壊したら浸水するのか？

（１）情報伝達、避難計画等に関する事項



（２）平時から住民等への周知・教育・訓練に関する事項

〇水防災教育の実施、まるごとまちごとハザードマップの表示 など

水防災教室の開催
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まるごとまちごとハザードマップの表示

１．避難活動等の取組

H27に実施した小学校への出前講座
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１．避難活動等の取組
（２）平時から住民等への周知・教育・訓練に関する事項

〇河川管理者や自治体・地域住民が参加した水害リスクの高い箇所の共同点検 など

平成２８年３月８日（火）：村上市と地域住民との共同点検

自治体・地域住民との共同点検を実施

平成２７年１１月１５日（日）：関川村と地域住民との共同点検



○水害時に住民の避難を促し、被災者を無くすことを目指して、荒川流域の市村長との意見交換会（トップセミ
ナー）を開催し、危機意識を共有すると共に、破堤前に水平避難を行う必要がある家屋倒壊危険区域への対応な
ど、的確な避難行動を促すための対応等について意見交換

（２）平時から住民等への周知・教育・訓練に関する事項

１．避難活動等の取組
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■日時 平成２７年１１月13日（金） １4:30～１5：３０

■会場 関川村役場会議室

■議事 ○資料説明
・平成27年9月関東・東北豪雨災害の概要
・荒川に関する防災情報 他

○意見交換
村上市長、関川村長、胎内市長
荒川水防連絡会委員
羽越河川国道事務所長、新潟気象台次長

■その他 気象台が発表する防災気象情報について

国土交通省ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄついて

平田関川村長 高橋村上市長

清水羽越河川国道事務所長
胎内市長代理
久保田地域整備課長

荒川水防連絡会メンバー（消防、発電ダム、土地改良区）

事務局（羽越河川国道事務所、新潟地方気象台）

・国の事務所が近くにあっ
て心強い。

・国の出先機関からいざ
と言うときに来てもらい、
助言が欲しい。

・避難判断の手助けを
支援する。

・災害時にはリエゾン
が向かう。
・防災情報の活用を。

・避難判断のタイ
ミングが難しい。

・精度の良い情
報が必要。



○各市町の消防、県・市・国職員等を対象に水防技術を伝承し、指導者を育成すべく、
水防技術講習会を実施

「水のう工」 「土のう作り」

「積土のう工」「木流し工」
「立籠工」

「鋼製月の輪工」

（１）水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

２．水防活動等の取組
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〇利水ダムの施設運用について、適正なダム操作に資するため関係機関とさらなる連携を図る。

２．水防活動等の取組

防災活動へ向けた情報連絡体制

（１）水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項
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（２）市町村庁舎や災害拠点等の自衛水防の促進に関する事項

〇水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定の促進 など

２．水防活動等の取組

他河川の水防体験の様子
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〇排水支援や自治体職員とのリアリティある排水訓練の実施 など

平成23年6月出水：ポンプ車による排水支援

３．排水活動及び施設運用の取組

自治体職員とのリアリティのある排水訓練を実施

村上市鳥屋地先 関川村高田地先

H25に実施した排水訓練状況


